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千
秋
文
庫
「
増
上
寺
絵
図
」
の
世
界

一
、
成
立
年
代
の
推
定

増
上
寺
台
徳
院
御
霊
廟
に
諸
大
名
か
ら
献
納
さ
れ
た
灯
籠
に
つ
い
て
は
『
東
京
市
史
稿

市
街
篇
』
に
掲
載
さ
れ
た
台
徳
院
別
当
寺
恵
眼
院
、
宝
松
院
に
よ
る
『
台
徳
院
御
霊
屋
献

備
御
燈
籠
記
』
が
知
ら
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ
献
納
大
名
の
全
容
を
掴
む
こ
と
が
出
来
る
。
し

か
し
、
こ
の
記
録
か
ら
は
具
体
的
な
灯
籠
の
配
置
を
推
定
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
残
さ
れ

て
い
る
写
真
資
料
か
ら
の
比
定
も
困
難
で
あ
っ
た
。

幸
い
昨
年
の
春
小
平
の
郷
土
史
家
田
中
義
信
氏
よ
り
、
九
段
下
の
千
秋
文
庫
に
増
上
寺

の
絵
図
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
台
徳
院
の
灯
籠
の
配
置
図
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
の
情
報

を
頂
い
た
。
早
速
千
秋
文
庫
を
訪
れ
た
が
、
残
念
な
が
ら
展
示
は
終
了
し
て
お
り
、
大
き

な
絵
図
な
の
で
展
観
は
不
可
能
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
年
後
に
再
展
示
の
予
定
が
有
る

と
の
こ
と
で
、
今
年
正
月
明
け
を
待
っ
て
再
び
同
館
を
訪
ね
目
当
て
の
「
増
上
寺
絵
図
」

を
見
る
こ
と
が
出
来
た
。
絵
図
の
大
き
さ
は
展
示
後
の
実
測
に
よ
り232

×186

㎝
と
確

認
さ
れ
た
が
、
正
面
の
展
示
ウ
ィ
ン
ド
ウ
一
杯
の
大
絵
図
で
あ
っ
た
。

「
千
秋
文
庫
は
旧
秋
田
藩
主
の
佐
竹
家
に
伝
わ
る
数
多
く
の
貴
重
な
文
化
資
料
を
一
堂

に
集
め
た
博
物
館
」
で
、
大
名
家
に
伝
わ
る
極
め
て
質
の
高
い
史
料
を
年
数
回
の
特
別
展

を
通
じ
て
紹
介
し
て
い
る
。
幸
い
学
芸
員
の
金
森
さ
ん
の
ご
好
意
に
よ
り
、
数
度
に
亘
り

写
真
撮
影
を
お
許
し
頂
き
、
絵
図
の
細
部
に
わ
た
っ
て
検
証
を
行
う
こ
と
が
出
来
た
。

下
に
絵
図
（
以
降
千
秋
文
庫
絵
図
）
の
合
成
画
像
を
掲
載
し
た
の
で
ま
ず
全
体
を
概
観

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

絵
図
が
描
い
て
い
る
範
囲
は
、
現
在
の
増
上
寺
の
三
解
脱
門
を
中
心
に
左
手
、
い
わ
ゆ
る

南
霊
屋
と
言
わ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
中
央
に
台
徳
院
（
秀
忠
）
御
霊
屋
、
並
ぶ
様
に
右
手

に
崇
源
院
（
お
江
与
、
秀
忠
夫
人
）
の
霊
牌
所
、
左
手
奥
に
台
徳
院
宝
塔
覆
屋
、
そ
の
下

に
安
国
殿
、
右
手
中
央
に
本
堂
、
そ
の
下
に
三
解
脱
門
が
見
え
る
。

中
央
、
台
徳
院
御
霊
屋
前
か
ら
惣
門
（
現
存
）
ま
で
、
台
徳
院
宝
塔
へ
至
る
部
分
に
石

灯
籠
、
金
灯
籠
が
色
分
け
し
て
描
か
れ
、
余
白
に
び
っ
し
り
と
献
納
大
名
の
名
前
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。

詳
細
は
後
に
見
る
が
、
絵
図
全
体
に
建
物
周
辺
の
大
き
さ
、
建
物
と
建
物
の
間
隔
を
示

す
数
値
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
極
め
て
精
密
で
し
か
も
実
用
性
の
高
い
絵
図
と
言
え
る
。

こ
の
様
な
絵
図
が
、
何
時
何
の
目
的
で
作
成
さ
れ
た
か
が
問
題
と
な
る
。

次
頁
の
地
図
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
、
明
治
十
七
年
の
地
図
を
元
に
増
上
寺
の
全
体
像

を
示
し
た
物
だ
が
、
黒
枠
で
囲
ん
で
い
る
の
が
千
秋
文
庫
絵
図
の
表
示
範
囲
で
あ
る
。
地

図
に
は
三
解
脱
門
を
夾
ん
で
右
手
に
六
代
将
軍
家
宣
、
七
代
将
軍
家
継
を
は
じ
め
と
す
る

五
人
の
将
軍
を
祀
る
北
霊
屋
が
見
え
る
が
こ
れ
は
表
示
範
囲
の
外
に
な
る
。
絵
図
表
示
範

囲
の
中
で
大
き
な
違
い
が
有
る
の
は
台
徳
院
御
霊
屋
の
上
側
に
位
置
す
る
清
揚
院
御
霊
屋

図１ 享保年間による彩色大絵図（千秋文庫絵図）（合成写真）
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図２ 明治１７年頃増上寺概観図（黒枠は千秋文庫絵図表示範囲）

で
あ
る
。
清
揚
院
徳
川
綱
重
の
霊
廟
は
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
年
）
に
伝
通
院
か
ら
改
葬

さ
れ
て
造
営
さ
れ
る
。

因
み
に
北
霊
屋
が
出
来
上
が
る
の
は
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
年
）
の
文
昭
院
御
霊
屋
、

正
徳
六
年
（
一
七
一
六
年
）
の
有
章
院
御
霊
屋
の
成
立
以
降
の
事
に
な
る
。

清
揚
院
霊
廟
へ
は
崇
源
院
霊
牌
所
と
本
堂
の
間
に
出
来
る
参
道
を
登
っ
て
行
く
こ
と
に

な
る
が
、
千
秋
文
庫
絵
図
に
は
こ
の
記
述
は
無
い
。

従
っ
て
千
秋
文
庫

絵
図
は
、
宝
永
二
年

以
前
の
状
態
を
表
示

し
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
が
出
来
る
。
し

か
も
増
上
寺
の
山
側

を
仕
切
る
柵
の
配
置
、

建
物
の
配
置
は
、
摂

門
の
『
三
縁
山
志
』

に
残
さ
れ
て
い
る
五

葉
の
古
図
の
う
ち
「
貞

享
丙
寅
古
子
嵜
図
」

（
一
六
八
六
年
）
に

極
め
て
近
い
こ
と
が

わ
か
る
。

建
物
の
配
置
を
見

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

「
貞
享
丙
寅
古
子
嵜

図
」
の
中
で
は
本
堂

の
後
ろ
に
二
棟
の
建

物
が
配
置
さ
れ
て
い

る
が
、
本
堂
の
裏
手

が
太
子
堂
、
そ
の
後

ろ
が
経
蔵
で
あ
る
。

図３ 貞享丙寅古子嵜図(「三縁山志」所収)
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一
方
千
秋
文
庫
絵
図
で
は
、
本
堂
の
裏
手
に
は
「
護
国
殿
御
供
所
」
そ
の
裏
手
は
「
護

国
殿
」
が
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
こ
れ
は
貼
り
紙
に
よ
る
修
正
部
分
で
、

「
護
国
殿
」
の
部
分
に
は
「
御
経
堂
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

現
存
の
経
蔵
は
三
門
左
手
の
開
山
堂
の
上
に
移
っ
て
お
り
『
三
縁
山
志
』
に
よ
れ
ば
経

蔵
は慶

長
十
巳
御
健
立
其
後
天
和
元
酉
年
十
二
月
再
御
改
造
移
地
（
此
後
数
度
御
修
復
有
之

今
略
之
）

と
有
る
の
で
千
秋
文
庫
絵
図
は
天

和
元
年
（
一
六
八
一
年
）
以
前
の
状

況
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

護
国
殿
が
引
き
移
っ
て
来
る
の
は

宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
年
）
の
こ

と
で
あ
る
。

一
方
、
本
堂
と
経
蔵
の
間
の
太
子

堂
は
『
三
縁
山
志
』
に
「
今
護
国
殿

御
供
所
と
な
る
」
と
あ
る
。
千
秋
文

庫
の
こ
の
部
分
の
貼
り
紙
下
に
は
何

も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

千
秋
文
庫
絵
図
は
少
な
く
と
も
「
貞

享
丙
寅
古
子
嵜
図
」
の
時
代
の
絵
図

を
下
敷
き
に
最
初
の
図
面
を
描
い
て

い
る
と
考
え
て
間
違
い
が
な
い
。

次
に
絵
図
左
下
の
子
院
群
の
配
置
を
見
て
み
よ
う

図
中
に
は

安
立
院
（
元
和
三
年
一
六
一
七
年
）
安
国
殿
別
当
寺

最
勝
院
（
寛
永
三
年
一
六
二
六
年
）
崇
源
院
別
当
寺

宝
松
院
（
寛
永
九
年
一
六
三
二
年
）
台
徳
院
別
当
寺

恵
眼
院
（
寛
永
九
年
一
六
三
二
年
）
台
徳
院
別
当
寺

の
四
寺
院
が
描
か
れ
て
い
る
が
恵
眼
院
の
右
隣
の

佛
心
院
（
宝
永
二
年
一
七
〇
五
年
）

図４「御経堂」貼り紙部分

は
描
か
れ
て
い
な
い
。
佛
心
院
は
桂
昌
院
（
綱
吉
生
母
）
の
御
霊
屋
の
別
当
寺
と
し
て

成
立
す
る
か
ら
、
同
時
期
に
造
営
さ
れ
た
清
揚
院
御
霊
廟
が
描
か
れ
て
い
な
い
図
に
記
載

が
無
い
の
は
当
然
と
い
え
る
。

以
上
の
諸
事
実
か
ら
、
千
秋
文
庫
絵
図
の
成
立
の
下
限
を
天
和
元
年
（
一
六
八
一
年
）

以
前
と
考
え
て
お
き
た
い
。

次
に
記
載
さ
れ
た
情
報
か
ら
上
限
年
代
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

千
秋
文
庫
絵
図
に
は
台
徳
院
霊
廟
に
奉
献
さ
れ
た
石
灯
籠
の
配
置
と
奉
献
大
名
名
が
記

載
さ
れ
て
い
る
が
、
銘
文
ま
で
記
載
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

今
現
存
す
る
台
徳
院
殿
に
奉
献
さ
れ
た
燈
籠
の
銘
を
見
て
み
れ
ば
次
の
様
に
な
る
。

①
は
増
上
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
灯
籠
の
銘
文
で
、
多
く
の
灯
籠
は
ほ
ぼ
こ
の
形
式
を
と

る
。②

は
茅
ヶ
崎
市
の
海
前
寺
に
移
さ
れ
た
灯
籠
の
銘
文
で
、
後
に
献
納
さ
れ
た
こ
と
が
判

る
。
日
付
は
七
月

日
で
廿
四
日
と
は
刻
ま
れ
て
い
な
い
。

幸
い
前
述
の
『
東
京
市
史
稿
市
街
篇
』
の
『
台
徳
院
御
霊
屋
献
備
御
燈
籠
記
』
に
は
献

納
大
名
名
と
併
せ
て
日
付
他
の
銘
文
も
記
載
し
て
い
る
の
で
そ
れ
に
よ
っ
て
内
容
を
確
認

し
て
い
こ
う
。

掲
載
さ
れ
て
い
る
銅
灯
籠
、
石
灯
籠
は
殆
ど
寛
永
九
年
七
月
二
十
四
日
の
銘
で
あ
る
が

中
に慶

安
四
卯
年
七
月
二
十
四
日
（
一
六
五
一
年
）

従
四
位
下
有
馬
中
務
少
輔
源
朝
臣
忠
頼

承
応
二
癸
巳
年
正
月
二
十
四
日(

一
六
五
三
年
）

會
津
城
主
従
四
位
上
左
少
将
藤
原
朝
臣
正
之

②（
上
竿
）

奉
献

石
燈
籠
貳
箇

台
徳
院
殿

尊
前

慶
安
四
年
辛
卯

七
月

日

（
下
竿
）

從
四
位
下
有
馬
中
務
少
輔

源
朝
臣
忠
賴

①(

上
竿)

石
燈
籠
奉
拜
進

台
德
院
殿

尊
前

寛
永
九
年
七
月
廿
四
日

(

下
竿)

酒
井
讃
岐
守
源
朝
臣
忠
勝

台徳院灯籠銘文
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明
暦
二
年
申
九
月
二
十
四
日
（
一
六
五
六
年
）

従
四
品
左
少
将
兼
雅
樂
頭
源
姓
酒
井
氏
忠
清

寛
文
四
年
甲
辰
七
月
二
十
四
日
（
一
六
六
四
年
）

小
田
原
侍
従
四
品
稻
葉
美
濃
守
越
智
正
則

又
五
重
石
灯
籠
と
し
て

承
応
二
癸
巳
年
正
月
二
十
四
日(

一
六
五
三
年
）

淀
城
主
従
四
位
下
永
井
信
濃
守
大
江
尚
政

が
記
さ
れ
て
い
る
。

今
、
會
津
城
主
従
四

位
上
左
少
将
藤
原
朝
臣

正
之
の
灯
籠
を
例
に
と

っ
て
そ
の
灯
籠
配
置
と

甲
乙
丙
丁
の
付
番
を
見

て
見
よ
う
。
図
５
、
６

か
ら
判
る
様
に
配
置
に

も
付
番
に
も
大
き
な
乱

れ
は
な
い
か
ら
、
後
か

ら
書
き
加
え
ら
れ
た
物

で
は
な
く
献
納
後
の
状

態
を
描
い
て
い
る
の
は

間
違
い
が
無
い
。

も
う
一
つ
絵
図
に
記

載
さ
れ
た
情
報
を
追
っ

て
い
こ
う
。
下
の
図
は

台
徳
院
宝
塔
覆
屋
前
の

部
分
で
図
５
の
下
の
部

分
に
あ
た
る
。

覆
屋
石
段
下
左
脇
に

は
大
き
な
木
が
描
か
れ

槇

図５ 台徳院宝塔覆屋図６ 奉献大名名

土
井
兵
庫
頭
上
之

の
記
述
が
あ
る
。

下
側
の
桜
の
絵
に
は

シ
ダ
レ
桜

内
藤
外
記
上
之

ま
た
図
に
は
な
い
が
右
の
並

び
に

モ
チ
の
木

喜
多
見
五
郎
左
衛
門
上
之

の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

土
井
兵
庫
に
関
し
て
は
『
厳

有
院
御
実
紀
』
の
明
暦
二
年
（
一

六
五
六
年
）
十
月
七
日
の
条
に

○
七
日
三
縁
山

台
徳
院

殿
霊
廟
修
理
の
助
役
を
土
井
兵

庫
頭
利
長
命
ぜ
ら
れ
。
作
事
奉

行
八
木
但
馬
守
守
直
そ
の
事
に
あ
づ
か
る
べ
し
と
仰
せ
付
け
ら
る
。

ま
た
内
藤
外
記
正
重
は

『
東
武
実
録
』

寛
政
九
年
七
月
二
十
五
日
に

台
徳
院
殿
ノ
御
堂
御
廟
所
御
造
営
ノ
奉
行
是
ヲ
相
勤
ル
ニ
依
テ
也
内
藤
外
記
正
重
高

木
筑
後
守
家
政
二
人
モ
賜
モ
ノ
ア
リ
是
ハ
今
度

御
廟
所
御
番
仰
付
ラ
レ
増
上
寺
ニ

相
詰
ル
ニ
依
テ
也

喜
多
見
五
郎
左
衛
門
重
恒
は
『
厳
有
院
御
実
紀
』
承
応
三
年
八
月
廿
六
日
に

三
縁
山

霊
廟
修
理
助
役
せ
し
松
平
丹
波
守
光
重
。
并
に
普
請
奉
行
せ
し
書
院
番

喜
多
見
重
俊[

恒
ト]

。
一
尾
伊
織
通
尚
拝
謁
し
奉
る
。

と
有
り
、
い
ず
れ
も
台
徳
院
霊
廟
の
造
営
・
修
復
に
携
わ
っ
た
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
内
藤
外
記
が
植
え
た
桜
は
図
３
の
「
貞
享
丙
寅
古
子
嵜
図
」
に
も
「
古
桜
」
と
し
て

記
載
さ
れ
て
い
る
。

千
秋
文
庫
絵
図
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
文
献
に
見
ら
れ
な
い
記
述
が
多
く
見
ら
れ
、
絵

図
の
制
作
者
の
位
置
を
推
測
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

次
は
崇
源
院
霊
牌
所
の
辺
り
を
見
て
み
よ
う
。
崇
源
院
霊
牌
所
の
左
右
に
は
ま
ず
若
狭

図７ 台徳院宝塔覆屋前
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侍
従
酒
井
忠
勝
が
寛
永
十
五
年
九
月
十
五
日
、
即
ち
崇
源
院
の
十
三
回
忌
の
法
要
を
前
に

寄
進
し
た
金
灯
籠
が
置
か
れ
（
香
取
秀
真
『
江

戸
鋳
師
銘
譜
』
の
銘
文
に
よ
る
）
、
お
江
与
の

方
の
姉
お
初
の
方
の
婚
家
京
極
若
狭
守
（
高
政

或
い
は
忠
高
カ
）
の
石
灯
籠
が
並
ぶ
中
に
奉
納

物
は
明
ら
か
で
は
な
い
が

左
に

筧
助
兵
衛
尉

右
に

松
田
六
郎
左
右
門

の
名
が
見
え
る
。

『
東
武
実
録
』
に
よ
れ
ば
二
名
共
に
寛
永
九

年
の
台
徳
院
崩
御
時
に
は
奥
方
御
番
に
名
を
連

ね
て
い
る
。
寛
永
三
年
に
没
し
た
崇
源
院
の
霊

牌
所
は
寛
永
五
年
に
上
棟
す
る
が
、
正
保
四
年

（
一
六
四
七
年
）
に
は
造
替
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
二
名
の
奉
納
物
が
い
ず
れ
の

時
点
で
献
納
さ
れ
た
の
か
は
明

ら
か
で
な
い
。

も
う
一
つ
の
例
は
台
徳
院
御

霊
屋
前
左
右
に
植
え
ら
れ
た
槇

の
木
に
添
え
ら
れ
た
記
述
で
あ

る
。
左
右
共
に

本
多
下
総
守
上
之

と
あ
る
が
上
図
右
に
は
更
に

細
字
で

枯
テ
後
曲
淵
清
蔵
上
之

と
書
か
れ
更
に
槇
の
木
の
下
に
小
さ
く

享
保
年
中
枯
ル

と
の
書
き
込
み
が
あ
る
。

本
多
下
総
守
俊
次
は
三
河
西
尾
藩
主
。
曲
淵
清
蔵
は
『
東
武
実
録
』
寛
永
九
年
の
条
に

は
西
之
丸
御
花
畠
二
番
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
で
は
「
寛
政
八
年

図８ 崇源院霊牌所右図９崇源院霊牌所左

図１０ 台徳院御霊屋前

四
月
十
日
土
圭
間
の
番
士
と
な
り
、
正
保
三
年
正
月
二
十
二
日
御
具
足
奉
行
に
う
つ
る
。
」

と
あ
る
。「
土
圭
の
間
」
は
中
奥
の
「
時
計
の
間
」
に
当
た
り
曲
淵
清
蔵
が
将
軍
の
私
生

活
の
場
で
あ
る
中
奥
に
籍
を
置
い
て
い
た
こ
と
は
判
る
が
、
特
に
槇
の
木
を
献
上
出
来
る

立
場
に
有
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
今
少
し
考
察
を
要
す
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
記
載
さ
れ
た
事
実
が
台
徳
院
御
霊
廟
の
成
立
か
ら
そ
れ
程
経
過
し

て
い
な
い
時
期
に
係
わ
る
こ
と
は
注
目
し
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
絵
図
に
記
載

さ
れ
た
事
項
が
絵
図
の
作
成
者
の
周
辺
の
記
憶
或
い
は
記
録
の
中
に
あ
り
、
同
時
に
そ
の

事
項
を
書
き
入
れ
る
事
が
意
味
を
持
っ
て
い
た
時
期
に
こ
の
絵
図
が
製
作
さ
れ
た
と
考
え

て
良
い
。

さ
て
絵
図
の
成
立
時
期
を
確
定
す
る
上
で
問
題
と
な
る
の
が
、
絵
図
の
中
二
箇
所
に
記

載
さ
れ
て
い
る
「
享
保
」
の
文
字
で
あ
る
。
学
芸
員
の
金
森
さ
ん
の
調
査
に
よ
り
古
い
目

録
に
は
千
秋
文
庫
絵
図
は
「
享
保
年
間
に
よ
る
彩
色
大
絵
図
」
と
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

と
な
る
と
成
立
時
期
は
正
徳
年
間
を
下
る
享
保
年
間
（
一
七
一
六
～
一
七
三
六
年
）
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

左
図
を
見
て
貰
い
た
い
。
台
徳
院
の
別
当
寺
「
宝
松
院
」
と
「
恵
眼
院
」
の
間
に

「
下
御
供
所
」
が

描
か
れ
て
い
る
が

縦
に
細
字
で

古
此
処
ニ
有
之

と
書
か
れ
、
下
に

は
享
保
年
中

恵
眼
院
ノ
後
ヘ

移
ル

と
書
き
入
れ
が
有
る
。
も
し
こ
の
図
が
享
保
年

中
に
描
か
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
は
存

在
し
な
い
「
下
御
供
所
」
を
わ
ざ
わ
ざ
注
釈
ま
で

入
れ
て
描
き
い
れ
る
必
然
性
は
無
い
様
に
思
わ
れ
る
。
同
じ
事
は
前
述
の
「
享
保
年
中
枯

ル
」
の
書
き
込
み
に
も
言
え
る
。
注
記
そ
の
も
の
は
「
享
保
」
を
下
る
時
期
に
書
き
込
ま

れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
絵
図
の
名
称
も
そ
こ
か
ら
付
け
ら
れ
た
も
の
と
思

図１１ 千秋文庫絵図左下

拡大図
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わ
れ
る
が
、
千
秋
文
庫
絵
図
の
成
立
年
代
が
こ
の
書
き
入
れ
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
物
で

は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
千
秋
文
庫
絵
図
の
成
立
の
上
限
は
稲
葉
美
濃
守
正
則
が
金
灯
籠
を

献
納
し
た
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
年
）
を
下
る
時
期
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

二
、
制
作
者
の
推
定

次
に
こ
の
千
秋
文
庫
絵
図
が
誰
に
よ
っ
て
何
の
目
的
を
以
て
描
か
れ
た
か
を
考
え
て

み
た
い
。
私
を
感
動
さ
せ
、
釘
付
け
に
し
た
灯
籠
の
奉
献
大
名
名
の
書
き
込
み
は
勿
論
の

こ
と
、こ
の
絵
図
を
細
部
ま
で
検
証
し
て
い
く
と
様
々
な
デ
ー
タ
ー
が
包
含
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
デ
ー
タ
ー
を
管
理
し
必
要
と
す
る
人
物
達
の
姿
が
自
ず
と
浮
き
上
が
っ
て
く
る
様
な

気
が
し
て
く
る
。
結
論
を
急
ぐ
前
に
、
事
実
の
断
片
を
提
示
し
て
考
察
を
進
め
て
行
く
こ

と
に
し
た
い
。

何
よ
り

も
ま
ず
、

絵
図
全
体

に
書
き
込

ま
れ
た
諸

大
名
の
名

前
と
、
灯

籠
の
詳
細

な
配
置
位

置
の
表
示

を
考
え
れ

ば
、
千
秋

文
庫
絵
図

が
灯
籠
そ

の
も
の
の

維
持
管
理
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
い
さ
さ
か
幼
稚
な
記
載
間
違
え
、
例

え
ば
毛
利
攝
津
守
を
森
摂
津
守
と
記
載
す
る
よ
う
な
誤
り
を
除
け
ば
、
全
体
と
し
て
は
極

め
て
正
確
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
も
し
灯
籠
を
管
理
す
る
だ
け
な
ら
ば
不
要
な

図１２ 台徳院御霊屋前灯籠配置図

記
述
が
余
り
に
も
多
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

例
え
ば
図

に
示
す
台
徳
院
御
霊
屋
の
内
部
に
書
き
込
ま
れ
た
数
字
は
何
を
意
味
す
る

13

の
で
あ
ろ
う
か
。
絵
図
中
に
何
カ
所
か
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
、
書
き
入
れ
を
促
す
朱
の

括
弧
書
き
は
、
管
理
を
目
的
と
し
て
詳
細
な
数
値
の
把
握
を
促
す
指
示
と
は
受
け
取
れ
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
数
値
を
測
定
し
図
に
表
示
し
う
る
人
間
と
は
誰
な
の

だ
ろ
う
か
？
ま
た
、
先
に
紹
介
し
た
樹
木
の
植
え
込
み
に
関
す
る
情
報
を
把
握
し
、
書
き

込
み
得
る
立
場

に
居
た
の
は
誰

な

の

だ

ろ

う

か
。一

体
、
そ
の

よ
う
な
情
報
を

誰
が
必
要
と
し

た
の
で
あ
ろ
う

か
。こ

の
問
い
に

対

す

る

回

答

は
、
絵
図
を
所

持
し
た
人
物
が

判
っ
て
い
る
現

在
そ
れ
程
難
し

い
こ
と
で
は
無

い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

千
秋
文
庫
は

秋
田
藩
佐
竹
家

の
収
蔵
す
る
史
料
で
あ
り
、
ど
の
時
代
に
か
秋
田
藩
が
こ
れ
ら
の
史
料
の
取
得
に
努
め
た

こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
し
か
も
秋
田
藩
は
こ
れ
ら
の
史
料
の
入
手
に
は
格
好
の
位
置
に

い
た
の
で
あ
る
。

先
に
紹
介
し
た
別
当
寺
を
は
じ
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る
増
上
寺
子
院
群
は
、
増
上
寺
に
参

図１３ 台徳院御霊屋周辺
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詣
す
る
大
名
の
宿
坊
と
し
て
も
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
。
年
忌
の
法
要
は
勿
論
、
祥
月
命

日
の
代
参
の
為
に
、
宿
坊
と
し
て
の
子
院
は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
り
、
火
事
の
多
い
江

戸
の
中
で
、
火
消
し
の
任
を
負
っ
た
各
大
名
家
に
と
っ
て
も
、
増
上
寺
の
警
衛
に
当
た
る

こ
と
は
、
絶
好
の
働
き
の
場
で
あ
っ
た
。

佐
竹
家
が
宿
坊
と
し
て
い
た
の
は
、
台
徳
院
別
当
寺
の
一
つ
宝
松
院
で
、
宝
松
院
、
恵

願
院
は
『
台
徳
院
御
霊
屋
献
備
御
燈
籠
記
』
の
報
告
者
で
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
千
秋

院
絵
図
の
原
図
も
こ
の
二
院
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
、
宿
坊
と
し
て
の
縁
で
佐
竹
家
側
が
写

し
取
る
機
会
が
あ
っ
た
物
と
思
わ
れ
る
。

勿
論
佐
竹
家
に
と
っ
て
も
こ
の
様
な
詳
細
な
絵
図
面
を
入
手
す
る
こ
と
に
は
リ
ス
ク
が

あ
っ
た
筈
で
あ
り
、
佐
竹
家
が
作
事
奉
行
の
助
役
な
ど
で
増
上
寺
の
修
復
に
携
わ
っ
た
時

期
が
有
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
、
灯
籠
配
置
図
が
語
る
も
の

い
よ
い
よ
灯
籠
の
配
置
に
つ
い
て
語
る
時
が
き
た
。
ま
ず
私
達
は
何
度
も
話
題
と
し
て

取
り
上
げ
た
『
台
徳
院
御
霊
屋
献
備
御
燈
籠
記
』
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

『
台
徳
院
御
霊
屋
献
備
御
燈
籠
記
』
は
『
東
京
市
史
稿
市
街
篇
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

が
、
写
本
は
国
会
図
書
館
に
有
り
、
内
容
に
は
若
干
の
差
違
が
見
ら
れ
る
。

『
台
徳
院
御
霊
屋
献
備
御
燈
籠
記
』
の
記
述
が
今
日
貴
重
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
石
灯

籠
だ
け
で
な
く
台
徳
院
御
霊
屋
内
、
奥
院
宝
塔
覆
屋
内
の
釣
灯
籠
、
今
で
は
焼
失
な
い
し

散
逸
し
て
し
ま
っ
た
各
種
の
石
造
物
に
書
き
込
ま
れ
た
銘
や
詞
書
き
が
記
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

今
『
台
徳
院
御
霊
屋
献
備
御
燈
籠
記
』
と
千
秋
文
庫
絵
図
を
付
き
合
わ
せ
て
み
る
と
『
台

徳
院
御
霊
屋
献
備
御
燈
籠
記
』
だ
け
で
は
見
え
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
事
実
と
、
欠
落
部

分
が
見
え
て
く
る
。

『
台
徳
院
御
霊
屋
献
備
御
燈
籠
記
』
の
記
述
は
お
そ
ら
く
御
霊
屋
内
と
思
わ
れ
る
釣

燈
籠
か
ら
始
ま
り
、
拝
殿
正
面
左
右
の
金
灯
籠
、
崇
源
院
側
の
石
灯
籠
か
ら
水
盤
舎
の
有

る
勅
額
門
内
の
内
庭
を
時
計
回
り
に
記
述
し
て
い
く
。
次
い
で
勅
額
門
前
か
ら
僧
門
ま
で

の
右
手
二
列
、
左
手
二
列
に
及
ぶ
。
次
に
今
度
は
奥
院
宝
塔
覆
屋
内
部
の
釣
燈
籠
か
ら
始

ま
り
覆
屋
前
内
庭
の
金
灯
籠
群
、
柵
外
右
手
、
柵
外
左
手
の
石
灯
籠
、
宝
塔
覆
屋
石
段
下

か
ら
埋
御
門
ま
で
の
左
側
二
列
、
次
い
で
埋
御
門
か
ら
台
徳
院
御
霊
屋
ま
で
の
左
手
、
右

手
と
順
に
記
述
し
、
細
川
三
斎
の
左
右
の
石
灯
籠
で
終
わ
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
後
の
も

の
と
思
わ
れ
る
乱
れ
は
あ
っ
て
も
極
め
て
分
か
り
易
い
記
述
の
仕
方
で
あ
る
。

次
に
差
違
の
部
分
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

①
②
小
出
大
和
守
藤
原
吉
英

元
禄
九
年
十
月
英
及
の
代
に
慶
安
元
年
無
嗣
断
絶

③
溝
口
伊
豆
守
善
勝

貞
享
四
年
八
月
政
親
の
代
に
罪
を
得
て
断
絶
。

④
⑤
浅
野
采
女
正
源
長
重

元
禄
十
四
年
三
月
長
矩
の
代
に
刃
傷
に
よ
り
断
絶

⑥
⑦
黒
田
東
市
正
源
高
政

延
宝
五
年
二
月
長
寛
の
代
に
宗
家
を
継
ぐ
に
よ
り
絶
家

⑧
本
多
因
幡
守
源
利
長

寛
永
十
四
年
七
月
無
嗣
断
絶

⑨
稲
葉
淡
路
守
紀
通

慶
安
元
年
謀
反
の
罪
で
自
害

⑩
那
須
美
濃
守
藤
原
資
重

寛
永
十
九
年
七
月
無
嗣
断
絶

⑪
桒
山
左
衛
門
佐
藤
原
一
直

天
和
二
年
五
月
一
尹
の
代
に
不
届
の
事
有
り
て
断
絶

⑫
佐
久
間
大
膳
亮
平
勝
之

元
禄
元
年
五
月
勝玆

の
代
に
丹
羽
長
次
に
お
預
け

⑬
片
桐
出
雲
守
孝
利

元
禄
七
年
二
月
貞
就
の
代
に
無
嗣
断
絶

⑭
竹
中
采
女
正
藤
原
重
真

寛
永
十
一
年
二
月
切
腹
断
絶

⑮
松
倉
長
門
守
藤
原
重
次

寛
永
十
五
年
七
月
国
政
に
不
正
有
る
に
よ
り
切
腹
。

⑯
古
田
兵
部
少
輔
藤
原
重
恒

慶
安
元
年
無
嗣
断
絶

⑰
宮
城
主
膳
正
大
江
豊
嗣

承
応
二
年
十
一
月
無
嗣
断
絶

⑱
⑲
本
多
飛
騨
守
藤
原
朝
臣
成
重

元
禄
八
年
三
月
重
益
の
代
に
所
領
を
没
収
。

後
許
さ
れ
て
采
地
二
千
石
寄
合
に
列
す

⑳

北
條
出
羽
守
氏
重

万
治
元
年
十
二
月
無
嗣
断
絶

酒
井
（
金
森
）
山
城
守
重
澄

寛
永
十
年
水
野
勝
成
に
お
預
け
後
改
易

実
は
こ
の
十
七
名
の
大
名
と
二
十
二
基
の
灯
籠
は
『
台
徳
院
御
霊
屋
献
備
御
燈
籠
記
』

に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
丸
数
字
は
付
図
の
灯
籠
配
置
図
の
位
置
を
示
し
て
い
る
。
大

名
名
の
下
に
は
共
通
点
を
記
し
た
が
、
理
由
は
お
家
断
絶
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

お
家
断
絶
し
た
大
名
の
灯
籠
が
ど
う
な
っ
た
か
は
、
実
は
興
味
有
る
と
こ
ろ
だ
が
、
灯

籠
が
灯
籠
と
し
て
の
形
態
を
保
っ
て
い
る
限
り
排
除
さ
れ
た
こ
と
は
無
い
よ
う
だ
。
増
上

寺
の
例
で
は
な
い
が
、
東
叡
山
寛
永
寺
の
厳
有
院
廟
に
献
納
さ
れ
た
浅
野
内
匠
頭
長
矩
の

石
灯
籠
は
戦
後
移
さ
れ
て
総
持
寺
に
在
る
こ
と
が
判
っ
て
い
る
。
で
は
こ
れ
ら
の
断
絶
大

名
の
灯
籠
は
ど
う
い
う
運
命
を
辿
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

○21
○22
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総
数

倒
落
セ
ル
箇
数

倒
落
セ
サ
ル
箇
数

芝
区
増
上
寺
内
七
代
将
軍
霊
屋

青
銅
灯
籠

一
三
七

三
二

一
〇
五

同

石

灯

籠

四
一
四

三
六
九

四
五

同

六
代
将
軍
霊
屋

同

二
二
八

一
八
五

四
三

同

南

霊

屋

同

一
九

一
七

二

同

台

徳

院

同

五
八

五
一

七

こ
れ
は
関
東
大
震
災
後
の
大
正
十
四
年
に
農
商
務
省
が
出
し
た
『
関
東
地
震
調
査
報
告

書
』
の
一
節
で
あ
る
。
灯
籠
は
そ
の
倒
落
し
た
方
向
か
ら
地
震
の
力
の
方
向
が
判
る
ら
し

く
か
な
り
綿
密
な
調
査
が
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
台
徳
院
霊
廟
に
残
さ
れ
て
い
た
灯
籠
の

数
で
あ
る
。
総
数
で
五
十
八
基
で
あ
る
。
金
灯
籠
に
つ
い
て
は
香
取
秀
真
が
大
正
三
年
に

出
し
た
『
日
本
鋳
工
史
稿
』
の
中
の
「
江
戸
鋳
物
師
の
話
」
に

其
後
芝
へ
行
っ
て
二
代
将
軍
廟
の
邊
を
彼
方
此
方
捜
し
て
見
る
と
、
大
分
石
の
土
臺

が
残
っ
て
居
り
ま
す
が
、
其
土
臺
の
上
に
確
か
に
金
燈
籠
が
載
っ
て
居
つ
た
形
跡
が
ご

ざ
い
ま
す
。
増
上
寺
に
就
て
聞
く
と
、
泥
坊
に
取
ら
れ
て
仕
方
が
無
い
か
ら
物
置
に
入

れ
て
了
っ
た
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
。
物
置
へ
行
っ
て
見
る
と
、
丁
度
太
い
丸
太
を
積

ん
だ
や
う
に
井
桁
に
組
ん
で
、
天
井
裏
へ
届
く
程
沢
山
の
胴
筒
が
積
ん
で
あ
る
。
笠
は

笠
、
臺
は
臺
で
積
ん
で
あ
る
。
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
二
十
本
位
は
藏
つ
て
あ
り
ま
す
。

と
有
る
の
で
、
実
に
多
く
の
石
灯
籠
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
し
か
し
金
灯
籠

は
と
も
か
く
こ
の
時
代
に
石
灯
籠
を
わ
ざ
わ
ざ
盗
ん
で
い
く
人
は
な
く
、
大
方
は
江
戸
時

代
を
通
じ
て
た
び
た
び
起
こ
っ
た
地
震
に
よ
り
倒
落
し
取
り
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
様

だ
。

南
部
藩
の
『
江
戸
一
ヶ
年
御
入
用
調
』
に
は

一
、
三
十
五
両

両
山
御
霊
屋
え
御
備
之
御
燈
籠
御
修
覆
御
入
方

の
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
増
上
寺
・
寛
永
寺
に
奉
献
し
た
燈
籠
を
維
持
し
て
い
く
た
め

に
各
藩
が
費
用
と
労
力
を
費
や
し
て
い
た
か
と
い
う
一
端
を
示
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ

る
。維

持
管
理
の
為
の
費
用
を
負
担
す
る
大
名
家
が
取
り
つ
ぶ
さ
れ
れ
ば
、
地
震
で
倒
落
し

た
灯
籠
は
、
そ
の
ま
ま
片
隅
に
取
り
片
付
け
ら
れ
る
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

『
台
徳
院
御
霊
屋
献
備
御
燈
籠
記
』
が
千
秋
文
庫
絵
図
の
内
容
に
対
し
て
欠
落
と
記
述

の
乱
れ
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
事
実
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら

く
『
台
徳
院
御
霊
屋
献
備
御
燈
籠
記
』
は
千
秋
文
庫
絵
図
よ
り
は
か
な
り
後
年
の
書
き
上

げ
に
よ
る
も
の
と
推
測
で
き
る
。

四
、
お
わ
り
に

千
秋
文
庫
絵
図
の
発
見
に
よ
り
私
達
は
実
に
多
く
の
事
実
を
解
明
す
る
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
な
っ
た
。
図

を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
勅
額
門
内
側
、
丁
字
門
の
辺
り
か
ら

14

台
徳
院
御
霊
屋
前
を
見
た
所
で
あ
る
。
後
に

取
り
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
金
灯
籠
が
見
え

る
。
私
は
従
来
上
野
の
東
照
宮
の
拝
殿
中
門

前
の
金
灯
籠
が
御
三
家
の
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
金
灯
籠
が
御
三
家
の
灯
籠
で
あ

る
と
思
い
こ
ん
で
い
た
。

千
秋
文
庫
絵
図
の
記
載
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら

の
金
灯
籠
は
右
か
ら

安
藝
侍
從
源
長
成

上
杉
弾
正
少
弼
藤
原
定
勝

仙
台
中
納
言
藤
原
政
宗

が
そ
れ
ぞ
れ
二
基
づ
つ
献
納
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。

次
に
図

は
左
水
盤
舎
の
辺
り
か
ら
丁
字
門
を
望
ん
だ
写
真
で
勅
額
門
の
内
側
の
情
景

15

が
よ
く
分
か
る
。

こ
こ
で
も
配
置
さ
れ
て
い
る
灯
籠
の
献
納
主
が
明
確
と
な
っ
た
。

こ
の
様
に
今
ま
で
は
灯
籠
を
配
し
た
風
景
写
真
で
し
か
な
か
っ
た
も
の
が
、
献
納
主
ま

で
判
る
史
料
映
像
と
成
っ
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
崇
源
院
霊
牌
所
前
の
灯
籠
に
つ
い
て
私
は
形
か
ら
寛
永
の
も
の
で
は
な
い
に

図１４ 台徳院御霊屋前 右水盤舎
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し
て
も
正
徳
、
享
保
位
の
も
の
と
考
え
て
い

た
。
し
か
し
今
回
千
秋
文
庫
絵
図
に
記
述
が

見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
改
め
て
調
べ
て
み

る
と
、
天
野
俊
一
博
士
が
「
石
灯
籠
」
の
中

で
「
同
じ
石
燈
群
で
も
、
勅
額
門
の
前
を
右

に
曲
が
っ
た
崇
源
院
殿
拝
殿
前
の
広
場
の
は
、

天
保
だ
が
型
が
揃
っ
て
い
る
の
と
、
行
儀
良

く
並
ん
で
い
る
の
と
で
よ
ろ
し
い
（
昭
和
八

年
一
月
十
四
日
）」
と
有
る
の
に
気
づ
い
た
。

こ
れ
ら
の
灯
籠
は
ど
う
や
ら
天
保
時
代
に
崇

源
院
廟
に
献
納
さ
れ
た
物
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
。
千
秋
文
庫
絵
図
に
記
述
が
無
い
わ

け
で
あ
る
。

戦
後
米
軍
が
撮
影
し
た
航
空
写
真
に
は
焼
失
し
た
崇
源
院
霊
牌
所
の
前
に
上
図
の
写
真

通
り
に
石
灯
籠
が
並
ん
で
い
る
の
が
見
え
る
。
残
念
な
が
ら
こ
の
石
灯
籠
は
未
だ
発
見
さ

れ
て
い
な
い
。

残
念
な
が
ら
建
物
群
の
変
遷
に
つ
い
て
多
く

を
語
れ
る
立
場
に
は
な
い
が
、
千
秋
文
庫
絵
図

に
記
載
さ
れ
た
詳
細
な
建
物
情
報
は
増
上
寺
の

建
物
に
関
す
る
全
体
像
を
復
元
し
て
い
く
た
め

の
極
め
て
重
要
な
資
料
と
成
る
こ
と
は
間
違
い

が
な
い
。

最
期
に
、
数
度
に
亘
る
写
真
撮
影
と
、
不
躾

な
質
問
に
丁
寧
に
ご
回
答
い
た
だ
き
、
ま
た
写

真
資
料
の
掲
載
を
快
諾
頂
い
た
千
秋
文
庫
と
同

館
学
芸
員
の
金
森
さ
ん
に
心
か
ら
な
る
謝
辞
を

呈
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

図１５ 左水盤舎から丁字門を望む

図 16 崇源院霊牌所前


